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午前10時00分 開会  

    ◎開会及び開議の宣告 

○議長（中野憲太郎君） 

 改めまして、皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は14人で定足数に達しております。よって、平成29年第２回下呂市議会臨

時会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 本日、理事兼環境施設対策監は欠席であります。 

 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、報道機関及び広報「げろ」より取材の申し込みがございましたので、これを許可いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、９番 伊藤嚴悟君と10番 一木良一

君を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会期の決定について 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告について 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第３、諸般の報告についてを行います。 

 専決処分事項については、お手元に配付のとおりでありますので、ごらん願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎承第３号から承第５号までについて（議案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第４、承第３号 専決処分の承認について（下呂市税条例の一部を改正する条例）、日程

第５、承第４号 専決処分の承認について（下呂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）、
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日程第６、承第５号 専決処分の承認について（過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う下呂

市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例）、以上３件を一括議題といたします。 

 承第３号から承第５号について、提案説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（星屋昌弘君） 

 それでは、議案書の１ページをお開きください。 

 承第３号 専決処分の承認について（下呂市税条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。

平成29年４月28日提出。 

 提案理由でございます。 

 地方税法等の一部改正に伴い、下呂市税条例の一部を改正する条例について専決処分したので、

地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 ２ページをお開きください。専決処分書でございます。 

 少し飛びますが、条例要綱にて説明をしますので、23ページをお開きください。 

 下呂市税条例の一部を改正する条例要綱。 

 １．改正理由でございます。地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成29

年３月31日に公布され、その一部が平成29年４月１日に施行されることに伴い、当該条例の一部

を改正するものでございます。 

 ２．概要、(1)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告

書に記載された事項その他の事情を勘案し、市長が当該所得に係る個人の市民税の課税方法を決

定できることとするため、対応する規定を改めます。第33条及び制定附則第16条の３関係でござ

います。 

 これは住民税、国民健康保険税の税負担の軽減に鑑み、課税方法を決定します。所得税は総合

課税、住民税は申告不要制度を選択することで、住民税の税負担を抑えられるというケースもご

ざいますので、課税方法を決定できるという内容でございます。 

 (2)第33条の改正に伴い、対応する規定を改めます。第34条関係でございます。 

 (3)法人市民税の延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整備します。第48条及び第50条

関係でございます。 

 (4)震災等により滅失等した償却資産にかわる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特

例が導入されることに伴い、対応する規定を改めます。第61条関係でございます。 

 (5)保育の受け皿整備の促進を目的とした各種保育事業のために使用する家屋及び償却資産に

係る固定資産税の課税標準の特例について、自治体の裁量で判断し、条例で定めた上で運用でき

るわがまち特例が導入されることに伴い、新たに規定を設けます。特例割合については、課税標

準額を３分の１にします。 

 これは平成27年度の税制改正で、子ども・子育て支援制度の施行に伴い、児童福祉法に規定す
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る家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業について、家屋及び償却資産に係

る固定資産税の課税標準を２分の１にする措置が講じられました。今回、平成29年度の改正によ

りまして、わがまち特例ということでこれを３分の１から３分の２まで軽減することができると

いうふうに変わりましたので、下呂市としましては特例割合いっぱいの３分の１を採用するとい

うことにさせていただいたものでございます。 

 (6)居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションに係る固定資産税額の案分について、当

該建築物の区分所有者全員の協議による補正方法の申し出によることとするため、対応する規定

を改めます。第63条の２関係でございます。 

 下呂市内には、当該建物に該当するものは現在のところございません。 

 (7)被災市街地復興推進地域に係る固定資産税額の案分について、当該地域に定められた場合

は、震災等発生後４年度分に限り、所有者の申し出により従前の共用土地に係る税額の案分方法

と同様の扱いを受けられるようにするため、対応する規定を改めます。第63条の３関係でござい

ます。 

 (8)被災住宅用地に係る固定資産税の特例について、被災市街地復興推進地域に定められた場

合には、震災等発生後４年度分に限り適用されることに伴い、対応する規定を改めます。第74条

の２関係でございます。 

 次のページをめくっていただきまして、(9)肉用牛の売却による事業所得に係る個人の市民税

の課税の特例について、適用期限が平成33年度まで延長されることに伴い、対応する規定を改め

ます。制定附則第８条関係でございます。 

 延長は、30年度が33年度へ延長するというものでございます。 

 (10)上位法（地方税法）の改正に伴い、引用する項番号を改めます。制定附則第10条の２関係

でございます。 

 (11)耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が

提出しなければならない申告書について規定をします。制定附則第10条の３関係でございます。 

 (12)軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について、適用期限が２年延長されることに伴い、

対応する規定を改めるものでございます。制定附則第16条関係でございます。 

 (13)軽自動車税の賦課徴収の特例について規定をします。制定附則第16条の２関係でございま

す。 

 (14)優良な住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税

の課税の特例について、適用期限を平成32年度まで延長されることに伴い、対応する規定を改め

るものでございます。制定附則第17条の２関係でございます。 

 (15)特例適用配当等及び条約適用配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された

事項その他の事情を勘案し、市長が当該所得に係る個人の市民税の課税方式を決定できることと

するため、対応する規定を改めるものでございます。制定附則第20条の２及び第20条の３関係で

ございます。 
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 (16)この条例は、平成29年４月１日から施行します。ただし、附則第５条の規定は公布の日か

ら施行します。附則第１条関係でございます。 

 (17)市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する経過措置について定めます。附則第２条から

第４条関係でございます。 

 (18)制定附則第16条の改定に伴い、下呂市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正します。

附則第５条関係でございます。 

 続きまして25ページをお開きください。 

 承第４号 専決処分の承認について（下呂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。

平成29年４月28日提出。 

 提案理由でございます。地方税法施行令の一部改正に伴い、下呂市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について専決処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承

認を求めます。 

 次のページは専決処分書でございます。 

 29ページをお開きください。 

 下呂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例要綱。 

 １．改正理由でございます。国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所

得者層の保険税負担の軽減を図るための措置について講じた地方税法施行令の一部を改正する政

令が、平成29年３月31日に公布され、その一部が平成29年４月１日に施行されることに伴い、当

該条例の一部を改正するものでございます。 

 ２．概要でございます。(1)国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減の対象となる世帯

の軽減判定の基準額を「26万5,000円」から「27万円」に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判

定の基準額を「48万円」から「49万円」に引き上げます。第23条関係でございます。 

 (2)この条例は、平成29年４月１日から施行します。附則第１項関係でございます。 

 (3)改正後の下呂市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によります。附

則第２項関係でございます。 

 続きまして30ページをお開きください。 

 承第５号 専決処分の承認について（過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う下呂市固定資

産税の特例に関する条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。

平成29年４月28日提出。 

 提案理由でございます。過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、過疎地域自立促進特

別措置法の施行に伴う下呂市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例について専決

処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 
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 次のページは専決処分書でございます。 

 34ページをお開きください。 

 過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う下呂市固定資産税の特例に関する条例の一部を改正

する条例要綱。 

 １．改正理由でございます。平成29年４月１日施行の過疎地域自立促進特別措置法の一部を改

正する法律により、固定資産税の課税免除となる対象事業から情報通信技術利用事業が除外され、

農林水産物等販売業が追加されることに伴い、当該条例の一部を改正するものでございます。 

 ２．概要。(1)固定資産税の課税免除の対象となる事業から情報通信技術利用事業を除外し、

農林水産物等販売業を追加するため、対応する規定を改めます。第１条から第３条関係でござい

ます。 

 (2)この条例は、平成29年４月１日から施行します。附則第１条関係でございます。 

 (3)改正後の条例の規定は、平成30年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成29年

度分までの固定資産税については、なお従前の例によります。附則第２条関係でございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 これより、本３件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 まず、本３件に反対者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 次に、原案に賛成者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 承第３号の専決処分の承認について（下呂市税条例の一部を改正する条例）、本件を承認する

ことに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、承第３号については承認することに決定いたしました。 

 承第４号 専決処分の承認について（下呂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）、本
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件を承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、承第４号については承認することに決定いたしました。 

 承第５号 専決処分の承認について（過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う下呂市固定資

産税の特例に関する条例の一部を改正する条例）、本件を承認することに賛成の方は挙手願いま

す。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、承第５号については承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎承第６号について（議案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第７、承第６号 専決処分の承認について（訴えの提起）を議題といたします。 

 本件について、提案説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（星屋昌弘君） 

 議案書の35ページをお開きください。 

 承第６号 専決処分の承認について（訴えの提起）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。

平成29年４月28日提出。 

 提案理由、訴えの提起について専決処分したので、地方自治法第179条第３項の規定により報

告し、承認を求めるものでございます。 

 １ページめくっていただきまして、36ページは専決処分書でございます。 

 次のページをお開きください。37ページでございます。 

 訴えの提起。下呂市は、公用車の交通事故に係る損害賠償請求事件について、次のとおり裁判

所に訴えを提起する。 

 １．訴えを提起する相手方の住所及び氏名、以下のとおりでございます。 

 ２．訴えの趣旨。平成28年６月15日午後５時ごろ、下呂市金山町金山において発生した公用車

が関係する交通事故について、本市が加入する一般財団法人全国自治協会が示談折衝を行ってい

ましたがこれに応じず、本市に対して車両の損害金等の支払いを求める訴えを提起したため、本

市車両の損害額及び弁護士費用のうち、相手方の過失相当分の合計額14万6,513円及び内金13万

3,194円の車両の損害に対する平成28年６月15日から完納するに至るまでの年５分の割合による

金員の支払い並びに訴訟費用の負担について、仮執行の宣言を求め、訴えを提起するものでござ

います。 

 ３．訴訟遂行の方針。(1)弁護士を訴訟代理人とする。(2)判決の結果、必要がある場合は上訴

する。(3)本市は上記の訴訟において、必要があるときは適当と認める条件で当事者と和解する
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ことができる。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 まず、本件に反対者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 次に、本件に賛成者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 承第６号 専決処分の承認について（訴えの提起）、本件を承認することに賛成の方は挙手願

います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、承第６号については承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎承第７号及び同第２号について（議案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第８、承第７号 下呂市固定資産評価審査委員会委員の選任の承認について、日程第９、

同第２号 下呂市固定資産評価員の選任について、以上２件を一括議題といたします。 

 承第７号、同第２号について、提案説明を求めます。 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 それでは、38ページをお願いいたします。 

 承第７号 下呂市固定資産評価審査委員会委員の選任の承認について。 

 次の者を下呂市固定資産評価審査委員会委員に選任しましたので、地方税法第423条第５項の

規定により、議会の承認を求めるものでございます。 

 氏名、田口勝。住所、年齢は記載のとおりでございます。平成29年４月28日提出。 
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 提案理由、離職に伴い、地方税法第423条第４項の規定により固定資産評価審査委員会委員を

平成29年３月27日に選任したので、その承認を求めるもの。 

 続いて、39ページをお願いいたします。 

 同第２号 下呂市固定資産評価員の選任について。 

 次の者を下呂市固定資産評価員に選任したいので、地方税法第404条第２項の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

 氏名、倉田誠。住所、年齢は記載のとおりでございます。平成29年４月28日提出。 

 提案理由、下呂市人事異動に伴い、固定資産評価員を選任するものでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 これより、本２件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 まず、本２件に反対者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 次に、本件に賛成者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 承第７号 下呂市固定資産評価審査委員会委員の選任の承認について、本件を承認することに

賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、承第７号については承認することに決定いたしました。 

 これより採決を行います。 

 同第２号 下呂市固定資産評価員の選任について、本件に同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、同第２号については同意することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



－１１－ 

    ◎議第55号について（議案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第10、議第55号 下呂市公共下水道湯之島浄化センターの建設工事委託に関する協定の一

部を変更する協定の締結についてを議題といたします。 

 議第55号の提案理由の説明を求めます。 

 生活部長。 

○生活部長（二村忠男君） 

 40ページをよろしくお願いいたします。 

 議第55号 下呂市公共下水道湯之島浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更す

る協定の締結について。 

 次のとおり工事委託協定の一部を変更する協定を締結することについて、議会の議決を求める。 

 １．協定名、下呂市公共下水道湯之島浄化センターの建設工事委託に関する協定。 

 ２．契約の方法、随意契約。 

 ３．契約の金額、変更前２億2,900万円、変更後１億7,596万円。 

 ４．契約の相手方、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団理事長 辻原俊博。

平成29年４月28日提出。 

 提案理由でございます。下呂市公共下水道湯之島浄化センターの建設工事委託に関する協定の

変更協定が、下呂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に規

定する議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,000万円以上の工事または製

造の請負に該当するためでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（中野憲太郎君） 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 13番 中島達也君。 

○１３番（中島達也君） 

 この工事の内容、それと工事の期間の説明をお願いします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 生活部長。 

○生活部長（二村忠男君） 

 この工事につきましては、２カ年ということで前回のほうに債務負担のほうの御承認をいただ

いておる工事で、２カ年ということでございます。工事の内容に関しましては、老朽化いたしま

した電気及び機械の工事の更新工事ということになっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 
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〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 13番 中島達也君。 

○１３番（中島達也君） 

 わかりました。老朽化ということでございますが、何年ぐらい経過したんですかね。また新た

にその年度を経過すれば、また更新になるというような理解でいいですかね。 

○議長（中野憲太郎君） 

 生活部長。 

○生活部長（二村忠男君） 

 湯之島浄化センター建設工事が終了したのは、平成の、ちょっと年度につきましては定かでは

ございませんが、20年近くは経過しておるということでございます。それとあと、次回につきま

しては後の統合がございますので、その部分も関してもう一度行うかは今後考えていきたいとい

うふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（中野憲太郎君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま説明いただきました議第55号については、会議規則第37条第３項

の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第55号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論を行います。 

 まず、本件に反対者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 次に、本件に賛成者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 議第55号 下呂市公共下水道湯之島浄化センターの建設工事委託に関する協定の一部を変更す

る協定の締結について、本件を原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員です。よって、議第55号については原案のとおり可決されました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議第56号について（議案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（中野憲太郎君） 

 日程第11、議第56号 平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議第56号の提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 それでは、ただいま上程されました議第56号 平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）

につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず１つ目は、市民から成る実行委員会の御努力により、全国放送の婚活番組がこの下呂市で

開催できる運びとなりました。この番組は、下呂市の独身男性と全国から集まってくる真剣に結

婚を望む女性たちが、１泊２日のお見合いを行うというものでございます。これは、結婚支援や

移住・定住はもとより、少子化対策や人口減少対策にも大変有効であると判断し、上程をさせて

いただきました。 

 ２つ目は、経済対策臨時福祉給付金給付事業について、平成28年度の繰越事業として進めてい

る予算に対しまして、追加給付が見込まれるためにその不足分を歳入歳出ともに補正するもので

ございます。 

 なお、詳細につきましては、総務部長より説明をいたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（中野憲太郎君） 

 総務部長。 

○総務部長（星屋昌弘君） 

 それでは、議第56号 平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）の詳細説明を申し上げま

す。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ745万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出とも

231億8,745万5,000円とするものでございます。 

 款項の区分、金額等は第１表 歳入歳出予算補正によるものでございます。平成29年４月28日

提出。 

 ２ページをお開きください。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございます。 

 まず歳入補正では、14款国庫支出金745万5,000円の増額、歳出補正は、３款民生費1,245万

5,000円の増額、14款予備費500万円の減額でございます。 
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 ４ページをお開きください。 

 事項別明細書で歳入補正の主な内容を説明させていただきます。 

 14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金745万5,000円の増額は、経済対策臨

時福祉給付金に対する補助金100％分でございます。 

 ５ページをお開きください。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、結婚支援事業500万円の増額は、先ほど

市長が申し上げましたとおり、市民から成る実行委員会の御努力で全国放映の婚活番組が下呂市

で開催できる運びとなり、この番組制作のためにかかる経費を同実行委員会に対し負担金として

支給するものでございます。同番組の収録が５月初旬から始まることから、早急に予算対応を行

う必要があるため、補正を行うものでございます。 

 経済対策臨時福祉給付金給付費745万5,000円は、国が平成28年度補正予算により実施している

同事業につきまして、平成28年度の繰越事業として進めている予算が、平成27年度実績に基づく

国の交付決定額から算出されているため追加給付が見込まれ、その追加分497人分を歳入歳出と

もに補正するものでございます。今回の給付金は、支給対象者１人につき１万5,000円で、受付

期間はことし２月22日から６月22日までとなっていますので、今回の臨時議会に上程させていた

だいたものでございます。 

 14款予備費につきましては、全体を調整し500万円の減額でございます。 

 以上で、平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。御審議よろしく

お願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ５番 今井政嘉君。 

○５番（今井政嘉君） 

 婚活支援の事業についてお聞きしたいと思います。市民の方々の御努力によりということで、

先ほど市長が申し上げられましたけれども、まずこのイベントを下呂市が負担をするということ

を決定した一番の理由はどこにあるのかなということをお聞きしたいと思います。また事業目的

は、先ほど市長は全国放送ということを言われていますけど、テレビは手法であり、目的ではな

いと思いますので、目的は何かということを明確にお答えください。 

 それと、従来市民の方々が取り組んでみえます婚活支援の事業との大きな違いがあると思いま

す。下呂市は、下呂市婚活支援活動事業補助金交付要綱というのを見ると、年間20万円を１カ年

だけお支払いしますよということになっておりますので、今まで住民の皆さん方が取り組んでみ

えた事業に対してこのような要項がありますけど、これを大きく超えてこういうことをやられた
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ということはどうしてかなということを思います。それと予算が負担金になっていますけど、負

担金というのは下呂市の場合は補助金の支払い要綱というのがあるんですけど、私が調べる限り

下呂市負担金要綱というのはなかったものですからわかんないんですけど、負担金の場合、義務

的な負担金と任意の負担金があると思います。今回はもちろん任意の負担金であると思いますけ

れども、これをどうして負担金という形にされたのか、その部分を教えてください。 

 また、今回のこのイベントなんですけれども、独身の男性にということに限定されていますけ

ど、独身の女性の方にはどういう支援を今後考えていくのか。またこのような婚活イベントとい

うのは、非常に私は移住・定住とか、あと人口減少問題とか、そういったことに対しては、非常

に私は大きくいいイベントだと思いますので、こういったことを今後どんどん広げていく気があ

るのかないのか、その辺も含めてお聞きしたいと思います。また、しきりにこの議場でもよく言

われていますＰＤＣＡサイクル、この辺のことはどうなのかなということを思います。 

 最後につけ加えますけれども、今回、口外禁止ということも私ら以前の会議のときに言われま

した。口外禁止になった理由がテレビ局サイドの話だということもお聞きしましたけど、ちょっ

と私のほうに入ってきた情報によると、テレビ局サイドはそんなこと言っていないんじゃないか

ということをマスコミの方から聞いておりますけれども、口外禁止を決めたポイントはどこだっ

たのか、これだけのことをまず一回お聞きします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 前段の部分で答弁をさせていただきます。 

 まずは、何といってもこれは第２次総合計画の三本柱の一つでもございます人口減少対策、そ

んな面からまずは結婚支援、そして移住・定住、さらにはこの３時間という番組の中で、下呂市

がいろんな部分で紹介をいただけるということでございますので、全国に下呂市をＰＲできるよ

い機会であると思っておりますし、何よりも一番は結婚支援の部分が、婚活の部分を軸として考

えてまいりたいと思っております。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長公室長。 

○市長公室長（桂川国男君） 

 負担金の理由でございます。これにつきましては、今回市長が当実行委員会の会長を務めると

いうことに、今予定をしております。構成団体に下呂市が加わる場合は、補助金という形は支出

できませんので、負担金という形で支出をしております。これにつきましては、今までも負担金

をこういうような形で出す場合は同様でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 



－１６－ 

 口外禁止のところでございますけれども、口外禁止という表現が正しかったのかというのはち

ょっと反省するところでございますけれども、ＴＢＳ側としてはニュース性を出したいというこ

とで、記者発表まで待ってほしいということもございますし、番組論としての報道であるという

ことから、それは外に出すということが少し待ったほうがいいんではないかなという思いもござ

いましたので、口外禁止という言葉を使ってしまいましたけれども、ニュース性があったという

ことでありますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（中野憲太郎君） 

 独身女性への援助という質問がございました。答弁……。 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 独身の男性に限ってのお見合い大作戦という形の番組でございますけれども、今後女性のそう

いう番組があるかどうかはちょっとわかりませんけれども、特に男性だけに限っているというこ

とではございませんので、今も婚活の事業の中でも女性・男性ともに婚活についての事業を行っ

ているわけでございますので、これは今後、男性・女性に限りなくやっていくということでござ

います。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長公室長。 

○市長公室長（桂川国男君） 

 議員おっしゃいました、ＰＤＣＡサイクルを今後どうということでございます。これにつきま

しては、今回につきましてはＰＤＣＡのＰの部分につきましては、市民から成る実行委員会の皆

さんが、ある意味Ｐの部分を今務めていただいたというところでございます。まさしくこれから

ＤＯを行っていくわけなんですが、これからＣ、Ａにつきましては、これをしっかり今後の下呂

市の、市長が申しました結婚支援、人口減少という部分に何らかの形でつなげていけるような方

法を、やはり今後考えていく必要があるというふうに思っております。 

 単純な評価につきましては、事業をしっかり行う中で評価をいただくことになると思いますが、

考え方といたしましては、これをこれからまた次の事業に、これを同じものをやるということで

はございませんが、下呂市の中での結婚支援であったり、人口減少対策のほうにつなげていきた

いというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（中野憲太郎君） 

 もう一度質問をお願いいたします。 

 ５番 今井政嘉君。 

○５番（今井政嘉君） 

 私がもう一個聞いたのが、今、下呂市のほうで婚活事業をやられている団体さんに、１年間20

万までを限度にするということを３月定例会のときに決められたと思いますが、それと今回のこ

のイベントのかけ離れている理由をということを聞いておりますので、その辺は。 
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 これは１回に数えないでください。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 市が行っております婚活事業の予算20万と、今の整合性があるかということでございますけれ

ども、この今のイベントとして、人口減少対策にものっとってやるんだということで市長が申し

ましたとおりでございますけれども、20万とこの500万がイコールかと言えば別の話として今こ

れを推進したい、やっていきたいということで進めております。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ５番 今井政嘉君。 

○５番（今井政嘉君） 

 ありがとうございました。 

 まず１点考えられるのは、民間の方がテレビ局にこういうお話をして、こういう番組を持って

きていただけたと、これは非常にいいことだと思います。それに対して、決定されたプロセスと

いうか、決定された後の動きが非常に私はちょっと、私自身の中で納得できない部分があります。 

 その一点としまして、今、副市長がお答えいただきましたけど、下呂市の今の婚活事業をやっ

てみえる人たちに対する交付事例と、今回のこれは別のものだということを言われました。そう

じゃなくてこのような企画があれば、どんどん下呂市は、先ほど言った第２次総で人口減少問題

をやらなきゃいけない、移住・定住問題をやらなきゃいけないというんであれば、逆にこの、先

ほど申し上げました下呂市結婚事業支援活動事業補助金要綱の見直しをするべきじゃないのかな

あと。 

 ここをしっかり見直してやられることによって、企画内容によっては上限が幾らかはもちろん

必要だと思いますけれども、そういったことでこの婚活を、先ほど私が言いましたように、テレ

ビ番組はあくまでも手法であって目的ではないと思います。なのに先ほど来、副市長も市長も３

時間番組で紹介されるとかといって、その部分は手法論でいいかもしれませんけれども、とにか

く本当に婚活をやるつもりがあるんであれば、ここの要綱を見直すということを私はここで御答

弁いただけるものかなと思ったら、別だという話なんですけど、その辺の考え方はどうなんでし

ょうか。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長公室長。 

○市長公室長（桂川国男君） 

 今回の事業につきましては、今ある補助制度とは別という考え方で、事業については負担金と

いうことで考えておるということでございます。先ほど議員がおっしゃいましたＰＤＣＡの中で、

今後この部分については、今の補助制度の、当然見直しも含めながら考えていくところかなあと
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思っておりますし、これは結婚支援、人口減少、いろいろな手法がある中でその一つでございま

すので、当然そのあたりも視野に入れながら、要綱の変更等も視野に入れながらＰＤＣＡの中で

考えていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ５番 今井政嘉君。 

○５番（今井政嘉君） 

 ありがとうございます。 

 今言われたように、要綱の見直し等も考えて、今後このテレビ番組以外でもこのような企画を

考えられるところに対しては、上限20万と言わずに本当の意味でＰＤＣＡサイクルをしっかり回

すということで考えれば、やはり結婚支援というのは非常に大変なことだと思いますし、また下

呂市内でなかなか公募しても集まらない現状の中で、市外から、市外の婚活のそういう関係団体

と例えば手を組んで、市内のそういった方々がやろうと思っても、最終的に移動手段であったり

とか宿泊の経費、この辺のものは非常に出にくいということがあります。今までもそういったこ

とがあったと思います。そういったことがあっても、上限20万、上限40万と決まっていれば、そ

れはもうできなかった、それはそれで今まではそうだったんですが、今回このイベントをやると

いうことは、その上限を下呂市は取っ払うという表現はここでは正しくないと思いますけれども、

上限が青天井ではないと思いますけれども、ある程度の緩和処置をするのかしないのか、最後に

その辺をお答えください。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 先ほど市長公室長が申しましたように、私も言っておりますけれども別のものという形で今や

っておりますけれども、今後この婚活事業について、今下呂市は本当にお嫁さんが欲しいという

方がたくさんいる中では、どの方法がいいのかといえばこれも一つの方法論でございますけれど

も、今後そういうことについてまた検討していく必要があるかなと思います。ただ、今この番組

をやるにつきましては、大変今まで参加された男性の方ですけれども、確かにここへ出るのは勇

気が要ることでございますけれども、出られた方がここで自信を持ってやられたということでご

ざいますので、番組のほうからの情報でございますけれども、少しだけつけ加えさせていただき

ました。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 13番 中島達也君。 

○１３番（中島達也君） 

 関連といいますか、今回のこの案件につきましては、資料不足、説明不足というようなことで、
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再度全協を開いたというような経過があるわけですが、決して反対するものではございませんが、

要は全国から来られる若い女性の方というのは、人生のパートナーといいますか、伴侶を求めて

来られることが目的だと思いますが、同時にやはりこの下呂市に住んでみたいと、そういうこと

が非常に大事であるというふうに思います。ですから、いかにそういったよさを、魅力をやっぱ

り発信して、下呂市で伴侶を求め下呂市に住んでみたいということが一番大事だと思いますので、

今後このイベントといいますか、この企画を成功するためには、やはり実行委員会だけじゃなく

て、やっぱり共催、後援というような形の中で、いろんな各種団体、自治会もそうですし、民間

のＪＡなんかもいいと思いますし、とにかく官民挙げて、しっかりスクラムを組んでいただいて、

やはりおもてなしの心を持って迎えていただきたいなというように思います。 

 今、今井議員からＰＤＣＡの話が出ましたが、やはりこれも一過性で終わるとは思いますが、

必ず終わった後にはやはりチェック、反省をして、次のアクション、要は子育て支援の一助にな

るような取り組みをいただきたいと思いますので、ちょっとその辺について、市長お願いします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 ありがとうございます。 

 ただいまお話しいただきましたように、本当に心から結婚を望んで、下呂市に来たいという思

いで来られる女性が今回応募されてくるという話で聞いております。ぜひともそれについては、

いろんな面から下呂市のよさをぜひともアピールしながら今後につなげたいと思っておりますし、

終了したからそれでよしではなくて、これをきっかけとしてまた新たなる結婚支援対策等につな

げていきたいと考えております。 

○議長（中野憲太郎君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 10番 一木良一君。 

○１０番（一木良一君） 

 この問題について経緯を振り返りますと、４月18日に全協がございました。そのときに説明が

あったんですけれども、非常に大ざっぱな説明であったわけですね、ぺら１枚ということで。そ

してその１週間後の４月25日に全協がございまして、そこで詳しい資料がようやく出たわけです。

今から３日前ですね、これが。その資料を拝見しまして、平成28年、昨年の１月にこの実行委員

会が発足をされております。そしてその野村市長時代の２月23日に、応援の誘致宣言というのを

宣言されております。そして同年９月にはＴＢＳから状況の確認があったそうです。これも資料

にありました。こういった経緯を振り返りますと、なぜ議会に対しても早い段階から提案がなか

ったのかということ、これが非常に残念でなりません。これは私が疑問の第一点とするところで

あります。 
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 そういったところで、これについてなぜおくれたのか、３日前に詳しい説明をされて、そして

ここで判断を強いられるわけですが、それについて市長、お答えください。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 まずは昨年からの経緯でございますが、今おっしゃられましたように１月に実行委員会が立ち

上げられて、その後に前任者である野村市長を訪ねられたという話でございました。この辺のい

きさつについては、私はうまく引き継ぎをしておりませんで、全然聞いておらなかったわけです

が、その後就任をさせていただいて、５月に実行委員会の方が訪ねてみえました。私たちはこの

番組に応募しておるが、もし該当するようなことがあればぜひ応援したいという旨でした。私は

その時点では、まだ決定したわけではないので何とも言えないが、また報告をくださいというこ

とで待っておりました。 

 それ以降、音沙汰がないまま進んでおりまして、９月ごろに、私は直接報告を受けたわけでは

ございませんがどうも頓挫したような状況でありました。そしてそのまま時がたって、４月10日

に再度お見えになられた実行委員の方々が、面会にお見えになったときには、もう既に行けるよ

うになったということで、私どもも急遽、議会の皆様にも御相談する間もございませんでしたが、

先ほどのいろんな状況を考えまして、ぜひともこれは取り組むべきであるという判断のもと今回

御提案をさせていただきました。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 10番 一木良一君。 

○１０番（一木良一君） 

 相手のあることですので、やむを得ない部分もあろうかと思います。しかし、３日前に詳しい

資料をいただいて、そして審査しろと、そして判断しなさいということで、今回この上程をされ

たわけであります。しかし、余りに拙速過ぎるんではないかという気がいたしております。この

全ての事業とは言いませんけれども、こういった事業を市を挙げて、そして民間の団体、いろん

な団体がございます。そういった団体にも協力を得ながら、これは進めるべきではないかという

ことを思うわけです。そして、こういった団体に対しても議会に対しても、やはり説明責任をし

っかり果たして、そして進めていくべきではないかと。 

 このイベントに対しては、どうこう言う前に、こういった説明責任、そして余りにも拙速的な、

時間がなかなかないということで、議会の審査が、非常に時間が不足しているということであり

ます。そういうことで、他団体などへの協力体制、これは執行部はどのように考えておられるの

か、その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 
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○副市長（村山鏡子君） 

 実行委員会の皆様には、他団体との調整をしていただいておると聞いておりますし、商工会の

ほうにも足を運んでいただいて、理解をしていただいたということも聞いております。今後、あ

らゆる団体との交渉、調整は当然していただくわけでございますし、市のほうもその調整してい

ただくための支援ということもしていきたいと、そのように考えおります。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 10番 一木良一君。 

○１０番（一木良一君） 

 他団体の支援を要請するという、調整ですね、ということを今申されましたが、それにしても

５月の初めからロケを始めるというようなことを聞いております。そんなに時間がないんではな

いかと。ですから、調整ができるのかどうかということも疑問に感じております。私は、この婚

活支援に対しては、非常に行政はしっかり取り組まなきゃいけない大事な大事な問題であります

が、この本イベントがどうのこうの言う前に、わずか３日前に詳しい説明を、ある程度の説明を

されて、３日間で審査し、判断をしてくれということが、これが非常に問題ではないかというこ

とを思います。ですからこの判断をし、審査をする時間が不足であるということを私は思います。

その１点に尽きると思います。もう一度市長、その点についてどう思われているのか。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 先ほど申し上げましたように、４月10日にお話をいただきまして、議長さんにその後、相談を

いたしました。ぜひとも早く議会の皆様に相談をしながら進めたいがということで、一番日程が

合った最速の日にちが４月18日でございました。しかし、その時点で持ち合わせる資料も、私ど

もも本当に不足しており、議員の皆様には御迷惑をおかけしましたが、その後すぐさまいろんな

情報等収集をいたしまして、４月25日に改めてお集まりをいただいて説明をさせていただいたと

いうことで、本当に時間がない中の御判断かと思いますが、ぜひとも執行部、そして実行委員会

の御真意をお酌み取りをいただきたいと思います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 １番 尾里集務君。 

○１番（尾里集務君） 

 私のほうから２点ほどお聞きしたいと思うのですが、このイベントについてですが、私はこの

立場に立っていなければ、イの一番にこのイベントに参加して先頭に立ってやっていくんだとい

うような気持ちでおります。しかし、この立場に立って冷静に考えて、このイベントがどうなの

かということを振り返って、自分なりにいろいろと考えてみました。その中で、やはり計画性が
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少し足らなかった、足らないということが一番じゃないかなということを思っております。 

 先ほどからいろいろと議論されておりますけれども、昨年度からこの申し込みをする時点で、

しっかりとした計画のもとで申し込みをして、これが当たるか当たらないかということは二の次

にしてこうしたイベントをやるということは、少し計画性が欠けていたんではないかなというこ

とを思っております。それとこのイベントに参加される独身の男性が、本当にテレビに出て自分

をさらけ出して、勇気を持って出演して嫁さんをもらうのかどうか、その辺の確約は取れている

のか教えてください。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 計画性といいますのは、今までの、きょうまでに至ったことの計画性ということでしょうか。

このイベントの計画性……。 

 先ほどから説明しておりますように、2016年の１月から実行委員会のほうで、この誘致活動を

やろうかというところで始まったわけでございますけれども、その時点で多分詳細な計画はそこ

ではなかったと思いますけれども、誘致をしていくんだということがまず第一前提となりまして、

このような運びになったわけでございますけれども、今このタイトなスケジュールについてはＴ

ＢＳ側のスケジュールでございますので、これが一つの計画性でもあると思いますが、ただ、こ

の参加する男性の方を何人か、20人か人数を集めるということについては、実行委員会の方も当

然そこを念頭に置いてやっていただいているということを理解しております。 

 それから独身男性が勇気を持ってそこでやれるのかという、参加できるのかということにつき

ましては、先ほども言いましたけれども、今までのこの番組において、参加された男性の方はこ

の１泊２日のイベントの中でＰＲをしていくということが一番大前提でございますので、そうい

うことをする中で、大変自信がついて張り切ってやってみえる方が多かったと。男性の方にも自

信がついたということがございますので、このＰＲをする過程において、そういうことは自信も

つけられるということだということを聞いております。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 今、男性のことでお尋ねがあったわけでございますが、この実行委員会のほうにも、現在婚活

イベント等でいろいろ御協力を願っておられる方々も入っておられますし、今までのパイプとい

うものをフルに使いながら、ぜひとも男性のほうの確保を努めていきたい、そのように考えてお

ります。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 １番 尾里集務君。 
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○１番（尾里集務君） 

 とにかくこのイベントは、主役がいなければ成り立たないイベントだと思っております。周り

の方がはやし立てても、出演する男性がいなければ本当に番組にもならないと思いますので、そ

の辺をよろしくお願いいたします。 

 あと１点ですが、先ほど５番議員もおっしゃっていましたけれども、この下呂市内でも婚活イ

ベントをやっている団体もございます。お金がどうのこうのということではございませんけれど

も、本当にそういった方々もボランティアの程度で、本当に下呂市のため、若者のためというこ

とで活動されています。そうしてこの婚活イベント、テレビ番組が来るから下呂市がというよう

なことも先ほど市長のほうがおっしゃっていましたけれども、この婚活イベントについては、人

にさらけ出して見てもらってやることではないと思います。 

 これは本当に下呂市のことを思い、また個人のことを思うことであれば、本当にさらけ出すと

いうのは公表してでもやるようなことではないと僕は思っておりますので、そういったことから

やはり少人数でも確実にカップルになっていただいて、そして入籍をしていただいて、下呂市の

若返り、市の活性化につながっていくものだと思っておりますので、そうしたことからテレビが

いいとか悪いとかということではありませんし、このイベントに参加するとかしないとかという

ことではありませんけれども、そうしたひそかな地道な努力でなっていくんだということ、ここ

のテレビに出てすぐにできるものではないということを私は思っておりますので、その辺もよろ

しくお願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 議員おっしゃるとおり、今まで婚活というのはどちらかというと人生の先輩方が取り持ってい

ただいて、なかなかこうやって表にオープンな形はなかったわけでございます。しかしながら、

そうやってやってきてもなかなかうまく進まなかったところが、現在こういう若い方々から危機

意識を持って発案をされたということは、これからの下呂市にとって大変明るいことでないかと

私は考えております。ぜひともこれをきっかけに、婚活についてもっともっと進めていきたいと

思っております。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 １番 尾里集務君。 

○１番（尾里集務君） 

 そういったことで、今、市長がおっしゃったように若い者がというようなことでございますが、

これは一部の若い者ではなく、本当に下呂市の全ての若い者が一丸となってできるイベントとい

うことでお願いをいたします。 

〔挙手する者あり〕 
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○議長（中野憲太郎君） 

 11番 吾郷孝枝さん。 

○１１番（吾郷孝枝君） 

 お尋ねをいたします。私は今回のＴＢＳの「ナイナイのお見合い大作戦！」というこの番組が、

下呂市を舞台にしてテレビ放送をされることには反対するものではありません。しかし、特に市

長のこういうものに取り組む姿勢として、このイベントを下呂市が支援することにしたその理由

が私たちにも説明されました。それは結婚支援と人口増につながり、下呂市が抱える喫緊の課題

である少子化対策、人口減少対策に直結するから支援するんだと、こういう説明でしたね。少子

化や人口減少が下呂市の喫緊の課題だとして、テレビ番組の宣伝効果に期待し、市長みずから実

行委員長としてテレビインタビューに出演する、こういった予定もあるようです。 

 本当に熱心に取り組まれるわけですけれども、本当に市長がこういうイベントに取り組む以前

の問題として、この３万4,000近くの下呂市の首長というか、責任ある立場の市長として、私は

やっぱり一番こういったことのために子育て世代を応援していくというあの市長の公約、これは

どこへ行っちゃったんだ、そう思います。それで、今回のこういった婚活のイベントには、すぐ

さま500万円の補正を組み、実施する計画を立てられるわけですけれども、ことし３月の29年度

予算には、こういった服部市長の少子化対策や人口減少対策の公約を実現するための予算が全く

組み込まれていませんでしたね。こういう点で私たちは反対討論をしました。そういう公約実践

が何もないのにどういうことやということで反対討論をしたわけです。 

 それでまたその以前、昨年市長が選挙を終えて、初めてのこの６月議会の所信表明では、子育

て世代の負担軽減に積極的に取り組みますと。まずは早い時期に学校給食費の軽減を実施します

と、こういうふうに所信表明してみえるわけです。ところが、先ほど言いましたように、この３

月議会では私が一般質問でこのことはどうなったんだと、公約を実現するための具体的な計画、

これを示すように質問をしました。しかし、市長はこれにまともな答弁はありませんでした。 

 私は、本当に今ここで悩んでいるんですけれども、市長、下呂市のこういう喫緊の課題である

少子化のこういった問題に、本当にまた自分の公約を実施する、そういった覚悟が本当にあるん

かどうなのか、またみずからの選挙公約違反をしないという、この公約実現を必ずやるのかどう

なのか、私はここではっきりと改めて確認をし、市長にも述べていただきたいと思いますのでお

願いします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 新年度予算に私の施策が反映されておらんというようなお話でございましたが、細かい部分で

はいろいろと子育て支援策、そして少子化対策を進めております。また、今回大きなものとして

社会教育主事を２名配置いたしまして、結婚、そして妊娠・出産、切れ目のない支援ということ

で、これから徐々に目に見えた施策で向かっていく所存でおります。そしてマニフェストでござ
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いますが、幾つか掲げておりますけれども、やはりこの４年間をかけてしっかり実現に向けて努

力をしてまいりたいということを考えております。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 11番 吾郷孝枝さん。 

○１１番（吾郷孝枝君） 

 市長の４年間をかけてしっかりやっていくと言われますけれども、あと市長の任期、ことし、

来年、再来年とあと３年ですね。本当に４年間で、例えば少子化対策、子育て世代をしっかり応

援していくということをどのように実現していくかという計画も示されていないんですよ。そう

いう中で、今回のこういったイベントをやられることはいいとしても、その前に市長として責任

あることを市民にきちっと知らせるべきだというふうに思いますが、もう一度そういう点でマニ

フェスト、公約実現の市長の姿勢をもう一度はっきり言ってください。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 先ほども答弁をさせていただいたとおり、着実に進めていきたいと考えております。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ４番 今井政良君。 

○４番（今井政良君） 

 先般の全協でも言いましたけれども、私はこの市長初め副市長、執行部の意欲がうかがえませ

ん。やっぱりこういった婚活事業をやる際、この実行委員長となられる市長が、また副市長初め

担当の課長さんが実行委員として加わるわけですけれども、今までの意見を聞く中で、本当にこ

の機会を利用してやるんだという、そういった気持ちが全然伝わってこない私です。そこの中で、

今回のこの婚活イベントを成功するには、市長が本当の気持ちで、また公約の実現に向けて思い

をしっかりと持ってやっていただくということが大事でないかなと思います。副市長も実行委員、

実行委員と言われますけれども、やっぱり受けた市長が、執行部が実行委員の先頭となって支え

てやらなければ、このイベントは成功しないと思います。 

 前回の全協でも言いましたけれども、各種団体への挨拶は今までやってみえましたか。やっぱ

りそういったことも早急にやらないと、こういったイベントが実行委員だけではなかなか進んで

いかないんではないでしょうか。特に、それを支えてくれる従業員を持ってみえる企業の、そう

いったバックアップもないと、本人も胸を張ってこういったテレビに出ることもできないと思い

ます。市長みずからが足を運んで、企業や各種団体へもう少しＰＲをするべきでないかなと思う

んですが、今までのこの数日間を見る限りそういったことがうかがえず、ただ予算だけを通して

くれというような議会への提示、やっぱりこれには本当でない、もう少し市長という職務の中で、
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しっかりとした実行委員会を支えるんだという意欲をぜひ自分の口から述べていただきたいと思

います。それだけ聞きたいです。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 熱意をお酌み取りいただけないのは本当に残念かと思います。私は、生半可な気持ちで今回提

案をさせていただいたわけではございませんし、もちろん応募したのは実行委員会の方々、有志

のメンバーの方々であります。そんな中で、番組制作のほうから、やはり行政のトップとして今

までも前例としてもなっていただいておるということで、今回私も受けさせていただいたわけで

ございますが、受けさせていただいた以上は、やはりそれに対応できるよう一生懸命進めてまい

りたいと思っておりますし、今までこの数日間で姿が見えないということをおっしゃいましたが、

私なりに動いておるつもりでございますし、またこの、とにかく私もそうですけれども、議会の

皆様方にも御理解をいただかないことには、この企画は前へなかなか進むことはできないわけで

ございます。ぜひとも私ともども、議会の皆様ともども、この実行委員会を応援して、何とか番

組成功につなげていただくよう御理解をいただきたいと思います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ４番 今井政良君。 

○４番（今井政良君） 

 今市長は、実行委員会が申し込んだ事業だからというような答弁をされましたけれども、確か

に実行委員の方が申し込まれたことは間違いないんですけれども、それを受けてきょうここに提

出されたのは市長だと思うんですね。市長にそういった思いがなかったら、多分ここへ出てこな

いと思うんですけれども、今のそういった言葉についてはちょっと疑問を持つわけですけれども、

実行委員会がそういったイベントに応募したと。その熱意を受けて、自分も思いがあったからぜ

ひこの機会を利用してやりたいんだという、ぜひそういう強い言葉が欲しいんです。そうでない

と、実行委員の方も本当に宙に浮いたような形の中で、あんたたちが申し込んだからあんたたち

でやりなさいよなんていうような、そういったことしか僕は受けとめられなかったんですね、今

答弁を聞いて。そうでなしに、せっかくだから僕が責任を持ってやるんだからというような気持

ちでないと、実行委員会としても責任を持ってやっていただけないんではないかなと思います。 

 やっぱりぶれないように、思い切ってやっていただきたいと思いますが、最後に本当に市民が、

きょうはテレビ放映されていませんので残念ですけれども、この場でしっかりとした、議員の皆

さんが納得するような答弁をしてくださいよ。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 
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 先ほども申しましたが、実行委員長と名前をいただいた限りには、一生懸命この組織を応援し

ながら、ぜひとも成功裏に結びつけていきたいと考えております。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ４番 今井政良君。 

○４番（今井政良君） 

 それじゃあ最後に副市長、ちょっと意気込みだけお願いします。 

〔発言する者あり〕 

 聞いていないの、ちゃんと聞いてよ、しっかり。 

〔発言する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 説明の仕方が大変悪いということにつきましては、おわびを申し上げるところでございますけ

れども、何とかこの実行委員会と言いますけれども、市もプロジェクトをつくりながら支援をし

ていくという形で会議を進めておりますし、この庁内の中でも実行委員会とともに進めていくと

いうことでございます。私どもも、この機会が好機と捉えておるということも御説明を申し上げ

ましたけれども、市、それから実行委員とともに進めていくということを大前提としております

ので、ただ実行委員会の皆さんだけにやっていただきたいという、そういうふうではなしに、と

もにこれを成功させていくために、市も支援をしていくという覚悟でやっていくものでございま

すのでお願いいたします。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ７番 宮川茂治君。 

○７番（宮川茂治君） 

 いろいろと意見が出ましたけれども、市長がそういう計画を立てたのかどうかという、この実

行委員長になるとか何とかという話も聞いておるけれども、だけど私は、実際に市民の間からも

そうですし、投書も来ておる。何でそういうことをやるのかというやつが来ておる。ただ問題は、

市長は選挙をやったり何かしたときに、公約実現という問題が一つあるわけやないですか、そう

いう責任というものが。だけどそういうものが、やっぱりなかなか出てこないというのはあるわ

けで、そういう中でやはり今度の取り組みについて、市民の間からの本当に大きな声がやっぱり

来ているわけだ、実際に。だから、それをどうするかという問題というのは非常に大事なことに

なってきておると思う、実際に。 

 だからその団体、各種団体とかいろんな団体があるわけ。それはすごいでしょう。だから私は、

その話を聞いたのはいつかと言ったらついこの間話を聞いただけの話だ、実際の話が。議会では



－２８－ 

知らずにおったというのは実際にあるわけだ、実際に。だからそういうことをしてやっていく上

においたって、これは実際に実現して、それが本当に成功するかせんかという問題だったって幾

つかあるわけだ、実際の話がね。 

 それから結婚の問題の取り組みにしたって、それだけではないはずだ。幾らでもほかの取り組

みだってあるわけだから。だから、そういうことだったって、やっぱり研究していくかいかんか

という問題もひとつあると思う。だからその辺が一つも出てこないということは、やっぱりいか

んわけだ、実際に。だから、そういう意味からいったって、やはり今度の取り組みについたって、

そういう市民の間からの批判が出るというのは、そういう問題に対してのいろんな疑問が出てき

たということになるわけだから、その辺をどう考えておるか、副市長。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 

 言われるように、市民の皆様に当然御理解をしていただかなければならないと思っております。

血税の中で予算を執行するわけでございますので、それは当然でございますので、実行委員とと

もに市はこの問題に、このお見合い大作戦にしっかりと進んでいくということしかないわけでご

ざいますので、それについては各種団体の方々にも、実行委員会任せではない中で市も支援をし

ていくということでございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ７番 宮川茂治君。 

○７番（宮川茂治君） 

 だから、やっぱりそういうことをやっていくということは、もしその会を成功させるという上

においても大事なことになると思うわけ、実際の話が。ただ問題は、それを計画をして、だから

そういう批判が出るということは、それに対しての取り組みの弱さというか、そういうことが実

際にあるわけだ、そうでしょう。議会に報告があったのはいつやという話、実際の話が。そうい

うことが議会でも協議をしなきゃならんことだから、実際の話が。 

 だからそういう意味から言ったって、それをやっぱりちゃんと実行していくというのも大事な

ことやし、これからそういう、人口の流出の問題にしたって、そういうことだけで、それが解決

するわけでも何でもないわけだから、実際の話が。だから、そういういろんな形の取り組みだっ

てあるはずだ。だから、やっぱりその辺、それで市長はいわゆる選挙のときの公約実現という問

題についてだって、どう取り組んでおるかというの。なかなかそれがわかってこないことも実際

にあるわけだから、その辺もしっかりどう考えておるのか。 

○議長（中野憲太郎君） 

 副市長。 

○副市長（村山鏡子君） 
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 繰り返しになりますけれども、議会の皆様にお示しするのが遅くなったというのはおっしゃる

とおりでございまして、こちらからも説明する材料が少なかったということは反省をしておりま

すけれども、今後この事業を成功するということが当然大前提でございますので、市民の皆様に、

先ほど言いましたけれども理解いただけるように、市としても全面的にバックアップしていきな

がら、実行委員会の皆さんとともに進めていきたいと、そう思うところでございます。そうして

いくつもりでございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 ９番 伊藤嚴悟君。 

○９番（伊藤嚴悟君） 

 きょうのこの臨時議会での補正については、大変さまざまな意見が出ております。私はこう聞

いておりますと、先般の全協でもそうでしたけれども、これは実行委員としてこういう機会をつ

くって、この機会が来たということは非常に私は前向きに捉えるべきだと、こういうふうに思い

ますけれども、要するにこの問題だけでなしに、今の執行部は非常にある意味でしっかりとした

説明が理解されてこなかったと。こられておらないと。こういういろいろな角度からの不満が、

この問題を通じて大きく出ておると、こういうことだと思います。 

 この問題については、今も皆さんの意見が出ておりますが、失敗が許されない、これは下呂市

の名誉にかけて皆様方が、執行部の市長が、即実行委員会の経緯を聞いて、よし、わかったと言

って返事をしたんなら、その返事のメンツにかけてしっかりと取り組んで、３時間の放送があっ

て終わったが、下呂にとってはいろいろな角度から波及効果もあったし、若者も自信もついたし、

これからの結婚に対する意欲も、ああいう経緯を捉えて市民の若者からふつふつと湧いてきたと、

このようなことになるようにしっかりやっていただきたい、こういうことを申し上げたいと思い

ますが、決意のほどをお願いいたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 今までいろんな施策につきまして、議会の皆様に大変説明が遅くなったり不足の部分があった

ことは、この場をお借りしておわびをするところでございます。それとともに、今回のこの企画

につきましては、この番組が放送されるまで、これから放送された後も、下呂市の皆さんが本当

にあの番組をやってもらってよかったと、皆さんに思われるようにぜひとも成功に結びつけてい

くよう、頑張っていきたいと思っております。 

○議長（中野憲太郎君） 

 ほかにありませんか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 
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 これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま説明いただきました議第56号については、会議規則第37条第３項

の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第56号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論を行います。 

 まず、本件に反対者の発言を許可いたします。 

 討論ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 次に、本件に賛成者の発言を許可いたします。 

〔挙手する者あり〕 

 12番 中島新吾君。 

○１２番（中島新吾君） 

 一般会計補正予算（第１号）について賛成討論をします。 

 民生費の結婚支援事業500万円について、その事業説明ではＴＢＳ放送の番組が下呂市で収録

され、その主たる内容は結婚支援であり、３時間枠で放送されるということ。また市内において、

実行委員会が立ち上げられていて、その人たちが主体的に、自主的に活動されて進められるとい

うものでした。それで、その実行委員会の活動を支援するという提案です。この放送番組が視聴

者の関心もそれなりにあって、全国に下呂市を知らせていく、そういう意味で一つの機会になる

でしょうし、先ほどから皆さんが言われているように、結婚支援としての一つのいい機会になる

んではないかという理由でこの予算について賛成をします。 

 でも、この予算に賛成しようとすると、本当に心にひっかかるものがあります。悩みます。ひ

っかかるものは私だけではなく、今何人かの議員の皆さんがここで発言されましたし、全協でも

発言されました。皆さんもそういう意味で本当に悩み、つらい思いをされていると思うんです。

時間がない、とてもというか、いい企画だと思うけれどもという、そのけれどもがつくと思うん

です。そして、私たちの先輩議員も先ほど発言されていましたように、市民から直接に声が届き、

批判的な文章も届いている。そういう状況で、時間のない中で判断しなくてはいけない。婚活へ

の取り組みの必要性はよくわかるんです。でも市民にまだ理解されていない、本当にこれがそう

いう成果として残せるものになっていくのか、疑問があるわけですね。 

 正直、この賛成討論に立ちながら、私たち共産党の３人の中でも、もういろいろ議論してまと

め切れないぐらい悩んでいます、本当に。それはこの予算には問題はないとしても、市民の自主

的な活動で、よいことだからとすぐに支援を決めるのなら、先ほど吾郷議員が指摘したように、

市長がみずから選挙で公約し、市民が願っている、やってほしいという事業、なぜこれを市長も

やると言って市民に公約した内容を、それをすぐなぜやらないんですか、３月議会で指摘したよ

うに。ですから、この予算に賛成すると市長のその公約違反を認めてしまうことになるんじゃな
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いかという、本当に自分の中で疑念と迷いがあります。それだけ今回の問題は、企画の問題とい

うより市長初め執行部の取り組み方、そして議会への説明、こういうところに大きな疑念、問題

があると思います。 

 先ほど吾郷議員の質問に対して、市長は着実に公約実現を進めていくと、この場で、議場で発

言されました。私は改めて３月議会で指摘したように、市長に対し昨年６月の問責決議の内容を

確認し、誠実に公約実現に取り組むことを強く求めて賛成討論といたします。 

○議長（中野憲太郎君） 

 ほかに討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

〔挙手する者あり〕 

 失礼いたしました。 

 10番 一木良一君。 

○１０番（一木良一君） 

 私は先ほど申し上げましたように、婚活支援は大変重要な課題であるということを思いますし、

このイベントがどうのこうの申し上げるつもりはありませんが、ただ３日前に資料をいただいて、

そこで審査をするという判断をしなきゃいけないということで、非常に時間が不足しているとい

うことを私は申し上げます。それで、現時点では、私は採決を棄権させていただきます。よろし

くお願いします。退席をさせてもらいます。 

〔10番 一木良一君 退場〕 

○議長（中野憲太郎君） 

 10番 一木良一君が退場しましたので、ただいまの出席議員は13名であります。 

 ここで会議録署名議員の追加指名を行います。 

 11番 吾郷孝枝さんを指名いたします。 

 これより採決を行います。 

 議第56号 平成29年度下呂市一般会計補正予算（第１号）、本案を原案のとおり決することに

賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数です。よって、議第56号については原案のとおり可決されました。 

 ここで私が副議長に、議長の辞職願を提出するために休憩いたします。 

 再開は11時40分といたします。 

午前11時33分 休憩  

午前11時40分 再開  
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○副議長（今井政嘉君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は14人で、定足数に達しております。 

 追加日程がございますので、配付いたします。 

〔追加日程配付〕 

 休憩中に、議長 中野憲太郎君から議長の辞職願が提出されました。 

 日程についてお諮りいたします。ただいまお手元に配付しました追加日程第１、下呂市議会議

長の辞職の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第１、下呂市議会議長の辞職の件を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎下呂市議会議長の辞職の件 

○副議長（今井政嘉君） 

 追加日程第１、下呂市議会議長の辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって除斥に該当いたしますので、中野憲太郎君の退場を求めま

す。 

〔議長 中野憲太郎君 退場〕 

 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（二村勝浩君） 

 辞職願。私、このたび一身上の都合により議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規

定により許可くださるよう願い申し出ます。平成29年４月28日、下呂市議会議長 中野憲太郎、

下呂市議会副議長 今井政嘉様。 

 以上です。 

○副議長（今井政嘉君） 

 お諮りいたします。中野憲太郎君の下呂市議会議長の辞職を許可することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、中野憲太郎君の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 中野憲太郎君の入場を求めます。 

〔中野憲太郎君 入場・復席〕 

 追加日程がございますので、配付いたします。 

〔追加日程配付〕 

 ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。追加日程第２、選第１号 下呂市議会議長の選挙についてを日程に追加し、
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選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第２、選第１号 下呂市議会議長の選挙についてを日

程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎選第１号について 

○副議長（今井政嘉君） 

 追加日程第２、選第１号 下呂市議会議長の選挙についてを行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

 ただいまの出席議員は14人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に１番 尾里

集務君、２番 中島ゆき子さんを指名いたします。 

 投票用紙を配付いたします。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番議員から順番に投票願います。 

〔投  票〕 

 投票漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 ただいまから開票を行います。立会人は開票の立ち合いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

 投票結果を報告いたします。 

 投票総数14票、有効投票14票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち、伊藤嚴悟君６票、中野憲太郎君４票、宮川茂治君３票、一木良一君１票、以

上のとおりです。 
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 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、伊藤嚴悟君が議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

 ただいま議長に当選された伊藤嚴悟君が議場におられますので、会議規則第32条２項の規定に

より当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました伊藤嚴悟君の御挨拶をお願いいたします。 

○新議長（伊藤嚴悟君） 

 ただいま議長に当選をさせていただきました伊藤嚴悟でございます。 

 私は下呂市発展のため、そして議会の重要性のために、議会活動をしっかりと皆さんとともに

お約束をさせていただき、そしてこの務めを一生懸命務めさせていただきます。今後ともどうか

皆様方の御協力、さらに御指導を心からお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

○副議長（今井政嘉君） 

 ここで私が議長に、副議長の辞職願を提出するため休憩いたします。 

 再開は12時00分といたします。 

午前11時51分 休憩  

午後０時00分 再開  

○議長（伊藤嚴悟君） 

 休憩前に続き会議を開きます。 

 追加日程がございますので、配付をいたします。 

〔追加日程配付〕 

 休憩中に、副議長 今井政嘉君から副議長の辞職願が提出されました。 

 日程についてお諮りをいたします。追加日程第３、下呂市議会副議長の辞職の件を日程に追加

し、議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第３、下呂市議会副議長の辞職の件を日程に追加し、

議題とすることに決定をいたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎下呂市議会副議長の辞職の件 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 追加日程第３、下呂市議会副議長の辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって除斥に該当しますので、今井政嘉君の退場を求めます。 

〔副議長 今井政嘉君 退場〕 

 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（二村勝浩君） 

 辞職願。私儀、このたび一身上の都合により副議長の職を辞したいので、地方自治法第108条
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の規定により許可くださるよう願い申し出ます。平成29年４月28日、下呂市議会副議長 今井政

嘉、下呂市議会議長 伊藤嚴悟様。 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 お諮りをいたします。今井政嘉君の下呂市議会副議長の辞職を許可することに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、今井政嘉君の副議長の辞職を許可することに決定をいたしまし

た。 

 今井政嘉君の入場を求めます。 

〔今井政嘉君 入場・復席〕 

 追加日程がございますので、配付いたします。 

〔追加日程配付〕 

 ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りをいたします。追加日程第４、選第２号 下呂市議会副議長の選挙についてを日程に追

加し、選挙を行います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第４、選第２号 下呂市議会副議長の選挙についてを

日程に追加し、選挙を行うことに決定をいたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎選第２号について 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 追加日程第４、選第２号 下呂市議会副議長の選挙についてを行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

 ただいまの出席議員は14人であります。 

 次に、立会人を指名をいたします。会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に３番 田

中副武君、４番 今井政良君を指名いたします。 

 投票用紙を配付します。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 
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〔投票箱点検〕 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番議員から順番に投票願います。 

〔投  票〕 

 投票漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 ただいまから開票を行います。立会人は開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数14票、有効投票14票、無効投票ゼロ。 

 有効投票のうち、５番 今井政嘉君５票、各務吉則君５票、吾郷孝枝さん３票、中島達也君１

票、以上のとおりでございます。 

 この選挙の法定得票数は４票であり、５番 今井政嘉君と各務吉則君の投票数はいずれもこれ

を超えております。 

 両君の投票数は同数です。 

 この場合、地方自治法第118条の規定は、公職選挙法第95条２項の規定を準用して、くじで当

選人を決定することになっています。 

 ５番 今井政嘉君及び各務吉則君が議場におられますので、くじを引いていただきます。 

 くじは２回引きます。１回目はくじを引く順序を決めるためのものです。２回目はこの順序に

よってくじを引き、当選人を決定するためのものです。 

 くじは抽せん棒で行います。 

 ５番 今井政嘉君、６番 各務吉則君のくじの立ち合いをお願いいたします。 

 まず、くじを引く順序を決めるくじを行います。 

 くじを引いてください。 

〔くじを引く〕 

 くじを引く順序が決定しましたので報告いたします。 

 まず初めに、各務吉則君、次に今井政嘉君、以上のとおりです。 

 ただいまの順序により、当選人を決定するくじ引きを行います。１番のくじを引いた方を当選

人といたします。 

 今井政嘉君、各務吉則君、くじを引いてください。 

〔くじを引く〕 

 くじの結果を報告いたします。 

 くじの結果、各務吉則君を当選人と決定をいたしました。 
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 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

 ただいま副議長に当選されました各務吉則君が議場におられますので、会議規則第32条第２項

の規定により当選の告知をいたします。 

 副議長に当選されました各務吉則君の御挨拶をお願いいたします。 

○新副議長（各務吉則君） 

 今回、選挙で選ばれました副議長の各務吉則です。この１年間、何とぞよろしくお願い申し上

げます。 

 第一の責務は、議長のサポートをしっかりやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願

い申し上げます。それから議会におきましては、緊張感あるチェック機能を発揮したいと思って

おります。それから、皆様方の執行部に対する太いパイプ役となりまして、１年間頑張りたいと

思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 これにて副議長選挙を終了いたします。 

 休憩いたします。なお、再開は午後１時30分といたします。 

午後０時18分 休憩  

午後１時30分 再開  

○議長（伊藤嚴悟君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程がございますので、配付をいたします。 

〔追加日程配付〕 

 日程についてお諮りをいたします。ただいまお手元に配付しております追加日程第５、下呂市

議会常任委員会委員の選任についてから、追加日程第７、下呂市議会特別委員会委員の選任につ

いてまでの３件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第５、下呂市議会常任委員会委員の選任についてから、

追加日程第７、下呂市議会特別委員会委員の選任についてまでの３件を日程に追加し、議題とす

ることに決定をいたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎下呂市議会常任委員会委員の選任についてから下呂市議会特別委員会委員の選任につ

いてまで 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 追加日程第５、下呂市議会常任委員会委員の選任について、追加日程第６、下呂市議会運営委

員会委員の選任について、追加日程第７、下呂市議会特別委員会委員の選任について、以上３件

を一括議題といたします。 
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 下呂市議会常任委員会委員の選任、下呂市議会運営委員会委員の選任及び下呂市議会特別委員

会委員の選任については、下呂市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議長において指名

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議長によって指名をいたします。 

 ただいまから名簿を配付いたします。 

〔名簿配付〕 

 お配りしました指名名簿を事務局長に朗読させます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（二村勝浩君） 

 それでは朗読いたします。 

 総務教育民生常任委員会委員、中島ゆき子議員、田中副武議員、４番 今井政良議員、５番 

今井政嘉議員、７番 宮川茂治議員、中島新吾議員、中島達也議員。 

 産業経済常任委員会、尾里集務議員、各務吉則議員、中島博隆議員、伊藤嚴悟議員、一木良一

議員、吾郷孝枝議員、中野憲太郎議員、常任委員会はそれぞれ７人ずつでございます。 

 議会運営委員会、田中副武議員、今井政良議員、各務吉則議員、一木良一議員、中島新吾議員、

中島達也議員、中野憲太郎議員の以上７人。 

 予算特別委員会、議長を除く13人です。 

 決算特別委員会、議長を除く13人です。 

 濃飛横断道・リニア特別委員会、田中副武議員、４番 今井政良議員、各務吉則議員、中島博

隆議員、一木良一議員、吾郷孝枝議員、中島達也議員の７人です。 

 議会改革特別委員会、中島ゆき子議員、田中副武議員、５番 今井政嘉議員、中島博隆議員、

中島新吾議員の５人です。 

 議会報編集特別委員会、尾里集務議員、中島ゆき子議員、４番 今井政良議員、各務吉則議員、

一木良一議員の５人です。 

 庁舎・振興事務所、旧下呂温泉病院跡地等活用検討特別委員会、議長を除く13人です。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 ただいま指名をいたしました諸君を常任委員会委員、議会運営委員会委員、特別委員会委員に

選任することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました諸君を常任委員会委員、議会運営

委員会委員、特別委員会委員に選任することに決定をいたしました。 

 次に、正・副委員長を報告いたします。 

 総務教育民生常任委員会委員長 ４番 今井政良君、副委員長 ５番 今井政嘉君、産業経済
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常任委員会委員長 一木良一君、副委員長 尾里集務君、議会運営委員会委員長 中野憲太郎君、

副委員長 中島達也君、予算特別委員会委員長 田中副武君、副委員長 ５番 今井政嘉君、決

算特別委員会委員長 ５番 今井政嘉君、副委員長 ４番 今井政良君、濃飛横断道・リニア特

別委員会委員長 中島達也君、副委員長 田中副武君、議会改革特別委員会委員長 ５番 今井

政嘉君、副委員長 中島新吾君、議会報編集特別委員会委員長 中島ゆき子君、副委員長 尾里

集務君、庁舎・振興事務所整備、旧下呂温泉病院跡地等活用検討特別委員会委員長 中島博隆君、

副委員長 吾郷孝枝君、以上のとおりでございます。 

 ここで、追加日程がございますので、配付をいたします。 

〔追加日程配付〕 

 日程についてお諮りをいたします。ただいまお手元に配付をしております追加日程第８、選第

３号 岐阜県後期高齢者医療広域連合広域連合議会議員の選挙についてを議題とすることに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、追加日程第８、選第３号 岐阜県後期高齢者医療広域連合広域

連合議会議員の選挙についてを日程に追加し、議題にすることに決定をいたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎選第３号について 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 お諮りをいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定をいたしました。 

 ここで、指名名簿を配付いたします。 

〔名簿配付〕 

 ただいま配付をいたしましたように、岐阜県後期高齢者医療広域連合広域連合議員に、議長の

私、伊藤嚴悟を指名いたします。 

 お諮りをいたします。ただいま指名しました者を岐阜県後期高齢者医療広域連合広域連合議員

の当選人と定めることに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました私、伊藤嚴悟が岐阜県後期高齢者

医療広域連合広域連合議員に当選をいたしました。 
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 ただいま岐阜県後期高齢者医療広域連合広域連合議員に当選した私、伊藤嚴悟が議場におりま

す。下呂市議会会議規則第32条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 これにて岐阜県後期高齢者医療広域連合広域連合議員の選挙を終了いたします。 

 ここで市長より発言の申し出がありますので、許可をいたします。 

 市長。 

○市長（服部秀洋君） 

 ただいま議長よりお許しをいただきましたので、平成29年第２回下呂市議会臨時会閉会に当た

り、一言御挨拶をさせていただきます。 

 本臨時会に上程をさせていただきました全議案、可決、御承認をいただきましてまことにあり

がとうございました。 

 特に、今回補正予算（第１号）で上程をいたしました婚活に関する予算でございますが、議員

の皆様からさまざまな御意見をいただく中で、本当に今後いかに重要な案件であるかということ

を改めて認識をしたところでございます。ぜひともこの婚活の放送によりまして、これからの下

呂市の人口減対策、また見事成立いたしまして、この下呂市に新しく、人に住んでいただきます

こと、それに伴ってまた活気のあるまちづくりができたらいいなということを考えております。

ぜひとも今後とも御協力を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、この臨時会におきまして、新しく議長となられました伊藤嚴悟議員、また副議長となら

れました各務吉則議員、まことにおめでとうございます。議員の皆様ともども、今後とも私ども

執行部に対しまして御指導を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、私どものテーブルのほうにもお配りをいただいておったわけでございますが、先般の新

聞にございました下呂市の三ツ石のほうの記事でございます。集落で育む郷土愛ということで、

本当に171名という少ない人口の中で、５分の１が中学生以下ということで、これは本当に下呂

市として今後目指すべき姿かなということを感じたところでございます。 

 この記事の中にもございますが、アンケートを行って今後この地域に住んでくれるかと言われ

た子供が、ないと答えた子供が７割ということでございました。この数字は、私がこの１月に中

学３年生を対象といたしまして、各学校に出向きましてお話を聞いたところ、下呂市に残ってく

れますかと言ったこの３割、ほぼ同数であります。やはりこれは地域が一体となって、子育てを

することはもちろんでございますが、まずは親御さんが子供さんに対して、いずれは何とか帰っ

てきてくれよというようなお話をしていただくことが重要になってくるんではないかということ

を考えております。そんな面から、今回社会教育主事を２名配置したわけでございますが、ぜひ

とも家庭、学校、地域のかけ橋となっていただいて、下呂市に少しでも残っていただく、ふるさ

とを愛していただけるような教育をお願いしたいと思っております。 

 今、時を同じくして、朝の連続ドラマでは、ちょうど東京オリンピックの時代背景の作品が流

れておるところでございます。あのドラマを見ましても、やはり家庭の教育、家庭の力のきずな

を改めて強く感じ、いかに家の中での親子関係、またはおじいさん、おばあさんとの関係が大事
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かなということを考えさせられる思いがいたしました。今後下呂市といたしましても、まずは明

るい家庭づくり、そして健康なコミュニティーづくりに向かってまいりたいと思いますので、今

後とも議員の皆様の御指導・御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、臨時会の閉会に当

たっての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎閉会の宣告 

○議長（伊藤嚴悟君） 

 これをもちまして本臨時会に付議されました議案は全て議了いたしました。よって、平成29年

第２回下呂市議会臨時会を閉会といたします。御苦労さまでございました。 

午後１時44分 閉会  
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